
C欝 10籍 1嚇 1つ

NЮ法人就労継続支援A型事業所全国協議会 (略称全Aネット)定款

第 1章 編瞑11

皓締

第 1条 この |九Nよ NЮ法人就労継続支援 A型事業所全国協議会 (略称、全 Aネット)という。

(事務所)

第 2条 この法人!よ 主たる事務所を東京都豊島区北大塚三丁目34番 7号に置く。
2 こ(か|九赳よ 前項のほか、その他の事務所を滋賀県大津市大萱七丁目6番 43号に置く。
(目的)

第 3条 この,去人|よ 福祉施策と労働施策にまたがる就労継続支援A型事業所こそ:よ 障がい者の「労働の
可能性」を広げる制度であるとの認識を持つ、社会届鵬五な NPO法人、営鴨去人の参画を促進し、
各法人がその特性を発揮するとともに、相互に1青報を共有し、刺激し合い、融合を図ることにより、障

がい当事者がいきいきと働くよろこびを享受でき綺 くりを行うことを目的とする。

(特定りH曽オ|,,動の開

第 4条 こ(か十九組ま 第 3条の目的を達成するため、次に掲げる中 岸罫l」,散 行う。
1、 保健、医療又は福祉の推進を図る活動

2、 社会教育の推進を図る活動

3、 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

4、 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人|よ 第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)障がい者の所得保障とその支援に関する事業

{a各都道府県連絡協議会への支援とネットワークの推進事業

OA型事業所のあり方に関する自主的な研究事業
(4)A型事業所の社会的存在意義の浸透を図る広報等の事業

(5)国・都道府県・市町村への要望事業

(6)(1)～ (5)の活動を実現することによって障がい当事者のエンパワメントを図る事業

mその他本:訳の目的を達成するための事業

2章 会員

(種別)

第 6条 この法人の会員は 次の2種とし、正会員をもっ

“

屋軒lじ甜州□営去 (以下 E夫1という。)上

の社員とする。

1、 正会員 この:五人の目的に賛同して入会した個人及び団体
に:だし、A型事業所は事業所ごとの入会とする)

2、 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)

第 7条 会員の入会について!よ 特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものiま 理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものと



し、理事:目ま 正当な理由がない限り、入会を認めなけれ まならなしヽ

3 理事長iよ 前項のものの入会を認めないときlま 速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなけ打ね らない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員Iよ 総会において別に定める会費を納入しなけ打まならない。
(会員の資格の記Ю

第 9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときiよ その資格を喪失する。
{1)退会届の提出をしたとき。
{a本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受I女 又は会員である団働 消滅したとき。
0)継続して、2年以上会費を滞納したとき。
い 除名されたとき。
(退会)

第 10条 会員iよ 理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意:こ,強することができる。
G余名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは 総会の議央により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ‖ぬ らない。

(1)法令、この定款等に違反したとき。

{2}この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第 3章 役員

籠拐吸 1頌勤

第12条 この法人に次の役員を置く。
{1) 理事  5人以上

② 監事  1スユ:た上
2 理事のうち、 1人を理事長、1人以上 3人以内を副理事長とする。
0回門)

第13条 本会:こ 役員の他に顧間を置き必要に応じ意見を聞くことができる。
C雖妥∋

第14条 役員iよ 総会において選任する。

2 理事長及υ幅l曜事長iよ 理事の互選とする。
3 役員のうちにlよ それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が 1人を超えて含ま
れ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の 1を超えて含まれること

になってはならない。

4、 法第 20条各号のいずねかに該当する割ま 役員になることができなしヽ

5、 翻 よ 理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

α開

"第 15条 1理事長は この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の国引よ 法人の業務について、こ1の法人を代表しない。
3 副理事長iま 理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき:よ 理事長があらかじめ
指名し月1回亨によって、その喘務を代行する。

4 理引よ 理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行

，
“



する。

5 監剰よ 次に掲げる職務を行う。
{1)理事の業務執行の状況を監査すること。

{a この法人の財産の代1兄を監査すること。

0 前2号の規定による監査の結果、この
'訳
の業務又は財産に関し不正の行為又1誨去令若しくは定款に

違反する重大な事実があることを発見した場合に|ま これを総会又は所轄庁に報告すること。

り 前号の報告をするため必要がある場合には 総会を招集すること。

{D 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招

集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期iよ 2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にカカわらず、後任の役員が選任されていない場合に:よ 任期の末日後最初の総会が終結す
るまでその任期を仲長する。

3補 欠のため、又は増員によつて就任した役員の任期!よ それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
とする。

4 役則ま 辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで|よ その職務を行わなけ打ぎならない。
欽員1庸0
第17条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたとき!よ 遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。

G鞘壬)

第 18条 役員力軟の各号の一に該当するに至ったときは 理事は理事会において理¬総数の3分の2以上の

議決により、又監事i轟齢の議央により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議

決する前に弁明の機会を与えなければならない。

2 心身の輯 により職務の連行iJ嘔えなし弩馬兄にあると認められるとき。
3 職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(1報酬1等)

第 19条 役員報酬は支給しない。

2役 員には そ硼開際を執行するため:苺:した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項!よ 総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会iよ 通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の榊ω

第21条 i総会iよ 正会員をもって構成する。

(総会のi:離 1)

第22条 1陰剣ま 以下の事項について議決する。

(1}定款の変更

(2解散及び合併
0}会員の除名
{4, 事業計画及び予算

6}事業報告及び決算

０
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G}役員の選任及び監事の解任
{η 役員の職務及び報酬
(3)入会金及び会費の額
(91解散における残余財産の帰属

{10その他運営に関する重要事項
(総会の開催)

第23条 通常総剣よ 毎事業年度 1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2陶 時隆創よ 次の各号の一に該当する場合に開催する。
{1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

② 正会員総数の5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったと
き。

i3 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
n法 第14条の3第 1項の規定により理事から招集の請求があったとき。

“

会の招わ

第24条 i総会Iよ 第 23条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事f謝よ 第 23条第2項第 1号及び第2号の規定による請求があったとき|よ その日から30日以内に
臨時総会を招集しな開日まならない。

3 総会を招集するとき:ム 会議の日時、:場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開
催の日の 1週間前までI●配用しなけ‖ぎならない。

(総会のi割D
第25条 総会の1議日よ その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定刷D
第26条 鶴 ま 正会員総数の2分の 1以上の出席がなけ‖場 会することができない。

(総会の出カ

第27条 総会における議決事項Iよ 第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総 会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
き:よ 議長の決するところによる。

3正 会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が薔面により同意の意思表
示をしたときiま 当該提案を可決する旨の総会の1決議があったものとみなす。

(総会での機決権等)

第28条 各正会員の表決権iま 平等なるものとする。
2や むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は あらかじめ通知された事項について書面をもっ
て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員iよ 前 2条及び次条第 1項の適用については、総会に出席したものと
みなす。

4総 会の饉決について、特別σ冴:膳撲瞬を有する正会員は その議事の議決に加わることができない。
輸釦帽陣鋤

第29条 総会の議事についてiま 次の事項を記載した議事録を作成しなけ打ぬ らない。

{1) 日暉,現贅こ■o嗣帰

〔a正 会員総数及び出席者数 (輌による表決者又は表決委任者がある場合にあっては その数を付配す
ること。)

0}1割臓 頃
n議 事の経過の椰要及び議決の結果
19 議凛録署名人の選任に関する事項

４
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2 議事録にIよ 議長及びその会議において選任された議事録署名人 2ンU:災上が記名押印しなければならな
しヽ

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の1決議が
あったとみなされた場合において|よ 次の事項を配載した議事録を作成しなければならない。

(1}総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(a 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
0}総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
14}議璃録の作成に係る職務を行った者の氏名

第 5章 理事会

鯉事誨湘ω

第30条 理輸 ま 理事をもって構成する。

2、 監事Iよ 理事会に出席し意見を述べることができる。

(1聾纂会C痛蜻D
第31条 理鵜 ま この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

{1}総会に付議すべき事項

{a 総会の議決した事項の執行に関する事項

{3〕 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

に事会の開り

第32条 :理凄創ま 次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(a 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第 15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

い 理事会iま 理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができなしヽ
網目髪V"群D
第33条 理凱 理事長が招集する。

2理 事熟 第 32条第2号及び第3号の規定による請求があつたときは その日から30日以内に理●会
を招集しなければならない。

3理 事会を招集するときは 会議の日時、場所、目的及び瀬 項を記載した書面をもって、少なくとも
開催の日の 1週間前まで|●副用しなけ‖ぬ らない。

優事会の出D
第 34条 理事会の議長:よ 理事長がこれに当たる。

∝事会の議却

第35条 理事会における議決事項は 第33条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。ただし、

議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場創よ この限りでなしヽ

2 理事会の議事Iよ 理事総数の過半数をもって決し、可否同数のとき|ま 議長の決するところによる。

∝事会での表関鵬割)

第 36条 各理事の表渕日よ 平等なるものとする。

2理事会の議決事項は理事総数の過半数を持って決し、可否同数のとき雌 民の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事:ま あらかじめ通知された事項について書面をもっ

ｒ
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て表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

4前 項の規定により表決した理事は 第 37条第1項第 2号の適用については 理事会に出席したものとみ
なす。

5理 事会の議決について、特別σ澤:嗜憫際を有する理割よ その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議璃録)

第37条 理事会の議事についてIよ 次の事項を記載した議事録を作成しなけ打まならない。
(1)日時及び場所

(a理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面による表決者又は表決委任者がある場合にあつては その
旨を付配すること。)

{3〕 審議南項

n ヨ鵬

“

引6凸の概要及び議決の結果

り 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録に:ま 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人映上が記名押印しなけ‖ぎならな
しヽ

第6章 資産

(資産の陶カ

第38条 こ(al五人の資産iよ 次の各号に掲げるものをもって構成する。
{1)設立の時の財産目録に記載された働産

{a 会費
0}寄付金品
Ⅲ 財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益

{0 その他の収益
(資産の区分)

第39条 この法人の蜀産|よ 特定非富澤:1,勘に係る事業に関する資産とする。
(資産の値再鋤|

第40条 この法人の資産iま 理事長が管理し、その方法iよ 理事会の議決を経て、理事長力場1に定める。

第 7章 会計

(会計の嵯覗11)

第41条 この法人の会議よ 法第27条各号に掲げる原則に従つて行うものとする。
(会計の区分)

第 42条 この法人の会議ま 特定非宮澤lじ濁珈主人に係る事業会計 1種とする。

(事業年度)

第

“

条 この法人の事業年度は 毎年4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。

(事菊 樋吸び予鋤

第4条 この法人の事業計画及びこれに伴う予鋼よ 理事長が作成し、総会の自映を経なけ倒まならない。
僣淀予卸

第 45条 第 4条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは 理事長は 理事

０^



会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用Iよ 新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び国D
第

“

条 予算の成立後にやむを得ない事由が生じたとき:よ 理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

をすることができる。

(事業報告及び関莉

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、
…

び財産目録等の決算に関する書類Iま 毎事業年

度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な:力憚 ならない。

2決算上剰余金を生じたときは 次事業年度に繰り越すものとする。
鮨議の措D
第■条 予算をもって定めるもののほ力ヽ 借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときiよ 理事会の議決を経なけ打まならない。

第 8章 定款の変更、解散及び合併

錠敷の変D
第 49条 この法人が定款を変更しようとするときiま 総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議
決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ‖ぬ らない。

2 この法人の定款の変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なけ‖ぎならない事項を除く。)したときiよ
所轄庁に届け出なければならない。

0鞘め

第 50条 こ(か十九相よ 次に掲げる事由により解散する。
{1}総会の関議

(2}目的とする特定鶏曽鵬舌動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

m 合併
け 破産手続開始の決定
6}蘭暗庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときIよ 正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな
らない。

3第 1項第2号の事由により解散するときは 所轄庁の認定を得なけ打ぬ らない。
0除測産の1刷動
第 51条 この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産|ま
法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会て議決したものに醸渡するものとする。

(合樹F)

第 52条 この法人が合併しようとするとき:よ 総会において正会員総数の4分の 3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なけ‖まならなしヽ

第9章 公告の方法

(公告の|ガ|カ

第53条 この法人の公割ま この法人の掲示場に掲載するとともに 1覇霞に掲載して行う。ただし、法第 28

″
‘



条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告について|よ この法人のホームページにおいて行う。

第 10章 事務局

(事務局の調磨詢

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
側態ミσ味150

第55条 事務局長及び職員の色剣よ 理事長が行う。

(組織及び運営)

第 56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は 理事会の議決を経て、理事蟹

"捌
に定める。

第 11章 劇隕l」

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則iま 理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この自蜘よ この法人の成立の日から施行する。
2 この |二人の設立当初の役員は 次に掲げる者とする。
理事長     久保寺―男
副理事長    カロ藤裕二
同     萩原義文

理事    金■ 好

同        」ヽ宮容子
同        高橋良治
同        鹿島法博
同       中崎ひとみ
同       新保祐宣
同       斉蘭翡倶l」
同       三好大助
同        石頭 悦
同        吉田周生
同       擢原吉教
監事      里見喜久夫
3 この法人の設立当初の役員の任期:よ 第 15条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 28年 6月
30日までとする。

4この五人の設立当初の事業計画及び予鋼ま 第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ
るものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度lム 第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成28年 3月 31日まで
とする。

6 この:畝の設立当初の入会金及び会翻よ 第8条の規定にかかわらず、次に旧げる額とする。
(1)入会金    団体 0円

個人 0円

０
０



{2}正会員会費   団体 年 1∞00円
個人 年 5000円

{3}賛助会員会費  一口 年 3000円 (但し、団体は3口」らu

附則

この定款は令和元年6月 29日から施行する。
この定款は202年 12月 9日から改口施行する。
この定款は2025年 12月 22日から改訂施行する。
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